
介護職員処遇改善等臨時特例交付金の継続に関する意見書

平成21年度の介護報酬改定で、介護職員の深刻な人材不足と介護事業者

の経営危機打開を目的に、初めて介護報酬の引き上げが行われた。さらに、

介護職員の処遇を改善するために介護職員処遇改善等臨時特例交付金の制

度もつくられた。

しかし、この交付金は３年間の時限措置であり、現在、政府において、

平成24年度以降の対応等が検討されているが、介護職員の離職や人材不足

など深刻な状況が依然として続いている。また、来年度からは、介護職員

が24時間対応で高齢者宅を訪問する新しいサービスが始まることになって

おり、夜間も働く介護職員を確保するためにも処遇改善の重要性は増して

いる。

よって、国においては、介護職員処遇改善等臨時特例交付金を平成24年

度以降も継続するよう強く要請するものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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